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Ｑ８ 様々な人権問題には、どのようなものがあるか。

Ａ： 学校教育においては、様々な人権問題の中から、子どもの発達の段階等に配慮しつつ、

それぞれの学校の実情に応じて、より身近な問題、児童生徒が主体的に学習できる問題、

児童生徒の心に響く問題を選び、時機をとらえて、効果的に学習を進めていくことが求

められる。各教科等の学習において様々な人権問題に関わりのある内容を取り扱う際に

も、当該教科等の目標やねらいを踏まえつつ、児童生徒一人一人がその人権問題を自分

の問題としてとらえ、自己の生き方を考える契機となるような指導を行っていくことが

望ましい。

なお、様々な人権問題に関する学習を進めるに当たり、児童生徒やその保護者、親族

等の中に、当該人権問題の当事者等となっている者がいることも想定される。教職員の

無責任な言動が、児童生徒の間に新たな差別や偏見を生み出すことがあることを認識す

るとともに、個人情報の取扱いには、十分な配慮を行う必要がある。

教職員においては、様々な人権問題の指導に取り組むに際し、まず当該分野の関連法

規等に表れた考え方を正しく理解するとともに、その人権問題に関わる当事者等への理

解を深めることが重要である。以下、様々な人権問題について、小・中学校での指導と

関連が深いものを中心に、取組に当たっての基本的な考え方・観点を述べる。

①女性 男女間の固定的役割分担意識が依然として強く残っているために、社会生活

の様々な場面において女性が不利益を受けることが少なからずある。男女が、

互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、我が国にとって緊要な

課題となっている。

このような中、性別に基づく固定的な役割分担を是正し、人権尊重を基盤

とした男女平等観の形成を促進するため、家庭、学校、地域など社会のあら

ゆる分野において男女平等を推進する教育・学習の充実を図ることが重要で

ある。

学校教育における男女の取扱い等については、「男女共同参画基本計

画（第２次）」（平成１７年１２月２７日閣議決定）の記述をも念頭に

置きつつ的確に対応する必要がある。

②子ども 子どもの人権の尊重とその心身にわたる福祉の保障及び増進などに関して

は、様々な国内法令や国際条約等においても、その基本原理ないし理念が示さ

れている。

しかしながら、我が国における子どもたちを取り巻く環境は、いじめ・校内

暴力や、児童虐待、児童買春・児童ポルノなど、懸念すべき状況にある。

大人たちが、未来を担う子どもたち一人一人の人格を尊重し、健全に育て

ていくことの大切さを改めて認識して、自らの責任を果たしていくことが求

められており、子どもの人権の尊重及び保護に向け、社会全体が一体となっ

て取り組んでいく必要がある。

学校教育においては、人権尊重の意識を高める教育の一層の推進に努め

るとともに、児童生徒の人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育指

導や学校運営が行われるように努める必要がある。
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③高齢者 我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んできており、その進展の速
度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。
高齢者の人権に関わる問題としても、高齢者に対する身体的・精神的な虐

待や、その有する財産権の侵害のほか、社会参加の困難性などが指摘されて
おり、高齢者の人権について、国民の認識と理解を深めていくことが求めら
れている。

学校教育においては、その教育活動全体を通じて、高齢者に対する尊
敬や感謝の心を育てるとともに、高齢社会に対する基礎的理解や介護・
福祉などの課題に関する理解を深めさせる教育を推進する。
なお、一概に高齢者といっても、個々の状況にはそれぞれ個人差がある
ことに留意する必要がある。

④障害者 障害者基本法第３条第２項は、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んじられ、
その尊厳にふさわしい処遇が保障される権利」を有し、社会を構成する一員と
して、「あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ものとしている。
しかしながら、現実には、障害のある人々は様々な物理的又は社会的障壁の
ために不利益を被ることが多く、その自立と社会参加が阻まれている状況にあ
る。また、障害者への偏見や差別意識が生じる背景には、障害の発生原因や症
状についての理解不足が関わっている場合もある。

学校教育においては、障害のある子どもとの交流教育をはじめ、教育
活動全体を通じて、障害者に対する理解、社会的支援や介護・福祉など
の課題に関する理解を深めさせる教育を推進する必要がある。

⑤同和問題 同和問題に関する国民の差別意識は、「着実に解消に向けて進んでいる」が、
「地域により程度の差はあるものの依然として根深く存在している」（平成１
１年７月人権擁護推進審議会答申）ことから、現在でも結婚問題を中心とする
差別事象が見られるほか、教育、就職、産業などの面での問題等がある。
同和問題の解消を図るための人権教育・啓発については、これまでの同和

教育・啓発活動の中で積み上げられてきた成果とこれまでの手法への評価を踏
まえ、同和問題を重要な人権問題の一つととらえつつ、すべての人の基本的人
権を尊重していくための人権教育・啓発として発展的に再構築する。

学校教育においては、家庭及び地域社会と一体となって進学意欲と学力
の向上を促進するとともに、同和問題の解決に向けた取組を推進していく
必要がある。

⑥アイヌの アイヌの人々の文化や伝統は、今日では十分に保存・伝承が図られていると
人々 は言い難い現状にある。また、アイヌの人々の経済状況や生活環境、教育水準

等は、アイヌの人々が居住する地域において、他の人々となお格差があること
が認められるほか、結婚や就職等における偏見や差別の問題がある。
こうした中、国民一般がアイヌの人々の歴史、文化、伝統及び現状に関する
認識と理解を深め、アイヌの人々の人権を尊重する観点から、取組を推進する
ことが求められている。

学校教育においては、アイヌの人々について、社会科等において取り上
げられており、基本的人権の尊重の観点に立った教育を推進する必要がある。
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⑦外国人 近年の国際化時代を反映して、我が国に在留する外国人は年々急増しており、

我が国の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題のほか、外国

人に対する就労差別や入居・入店拒否など様々な人権問題が発生している。

このような中、外国人に対する偏見や差別意識を解消し、外国人の持つ文化

や多様性を受け入れ、国際的視野に立って一人一人の人権を尊重していく観点

からの取組が求められる。

学校教育においては、国際化の著しい進展を踏まえ、その教育活動全体

を通じて、広い視野をもち、異文化を尊重する態度や異なる習慣・文化を

もった人々と共に生きていく態度を育成するための教育の充実を図る必要

がある。

なお、外国人の人権に関する学習を進める際には、地域に在住する外国

人や、地域の学校に在籍する外国人児童生徒等の実態を把握しておくこと

が重要である。

⑧ＨＩＶ感 医学的に見て不正確な知識や思いこみによる過度の危機意識の結果、感染症

染者・ハ 患者に対する偏見や差別意識が生まれ、患者、元患者や家族に対する様々な人

ンセン病 権問題が生じている。

患者等

（ＨＩＶ感染者等）

ＨＩＶ感染症は、その感染経路が特定している上、感染力もそれほど強い

ものでないことから、正しい知識に基づいて通常の日常生活を送る限り、い

たずらに感染を恐れる必要はなく、また、近時の医学的知識の蓄積と新しい

治療薬の開発等によってエイズの発症を遅らせたり、症状を緩和させたりす

ることが可能になってきている。

学校教育においては、エイズ教育の推進を通じて、発達段階に応じて

正しい知識を身に付けさせることにより、エイズ患者やＨＩＶ感染者に

対する偏見や差別を解消する教育を推進する必要がある。

なお、指導に当たっては、体育（保健体育）を担当する教諭や養護教

諭との連携を図ることが重要である。

（ハンセン病患者・元患者等）

ハンセン病は、らい菌による感染症であるが、らい菌に感染しただけでは

発病する可能性は極めて低く、発病した場合であっても、現在では治療方法

が確立している。また、遺伝病でないことも判明している。

したがって、ハンセン病患者を隔離する必要性は全くないが、我が国では、

古くから施設入所を強制する隔離政策が採られてきた経緯があり、「らい予

防法の廃止に関する法律」の施行（平成８年）により隔離政策が終了した後

も、療養所入所者の多くは、長期間にわたる隔離などによって、家族や親族

などとの関係を絶たれ、また、入所者自身の高齢化等により、病気が完治し

た後も療養所に残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にある。

政府においては、ハンセン病患者・元患者等に対する偏見や差別意識の

解消に向けて、啓発資料の作成・配布などによる啓発活動を推進しており、

学校教育においても、啓発資料の適切な活用を図ることが重要である。
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⑨インター インターネットによる電子メールやホームページ、電子掲示板を利用したネ

ネットに ットニュースなどは、いずれも発信者に匿名性があり、情報発信が技術的・心

よる人権 理的に容易にできるといった面があることから、例えば、他人を誹謗中傷する

侵害 表現や差別を助長する表現等の個人や集団にとって有害な情報の掲載、少年被

疑者の実名・顔写真の掲載など、人権にかかわる問題が発生している。

学校教育においては、情報に関係する教科等において、インターネット

上の誤った情報や偏った情報をめぐる問題を含め、情報化の進展が社会に

もたらす影響について知らせ、情報の収集・発信における個人の責任や情

報モラルについて理解させるための教育の充実を図る必要がある。

参考になる資料

・「人権教育の指導方法等の在り方について 第三次取りまとめ 実践編～個別的な人権課

題に対する取組～」 （H20.4 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議）

・「様々な人権問題に関する指導資料集」 （H23.3 県教委）

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/08041404/013/001.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/024/report/08041404/013/001.pdf

